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（
参
考
）
改
正
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第
十
九
条
第
一
項
に
よ
る
読
替
え

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
使
用
の
要
件
）

（
使
用
の
要
件
）

第
五
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
は
、
次
に
掲
げ
る

第
五
条

第
一
種
樹
立
に
よ
り
得
ら
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
は
、
次
に
掲

要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
。

イ

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明

イ

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明

ロ

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬
品
等

ロ

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬
品
等

の
開
発

の
開
発

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
使
用
す
る
こ
と
が
前
号
に

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
こ
と
が
前
号
に
定
め
る
研
究
に
お
い
て
科

定
め
る
研
究
に
お
い
て
科
学
的
合
理
性
及
び
必
要
性
を
有
す
る
こ
と
。

学
的
合
理
性
及
び
必
要
性
を
有
す
る
こ
と
。

（
使
用
機
関
の
基
準
等
）

（
使
用
機
関
の
基
準
等
）

第
八
条

使
用
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

第
八
条

使
用
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
つ
い
て
遵
守
す
べ

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
つ
い
て
遵
守
す
べ
き
技
術
的
及
び
倫
理
的
な

き
倫
理
的
な
事
項
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

事
項
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
倫
理
的
な

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
技
術
的
能
力
及
び
倫
理
的
な
認
識
を

認
識
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
教
育
及
び
研
修
（
以
下
「
教
育
研
修
」
と
い

向
上
さ
せ
る
た
め
の
教
育
及
び
研
修
（
以
下
「
教
育
研
修
」
と
い
う
。
）

う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）
が
定

が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

３

使
用
機
関
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
す

３

使
用
機
関
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の

る
資
料
の
提
出
、
調
査
の
受
入
れ
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要
と
認
め
る

受
入
れ
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
措
置
に
協
力
す
る
も
の
と

措
置
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
使
用
機
関
の
長
）

（
使
用
機
関
の
長
）
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第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
の
進
行
状
況
及
び
結

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
進
行
状
況
及
び
結
果
を
把
握
し
、
必
要
に
応

果
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
使
用
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改

じ
、
使
用
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
指
示

善
事
項
等
に
関
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。

を
与
え
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
を
監
督
す
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
監
督
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
に

計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

基
づ
く
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
責
任
者
）

（
使
用
責
任
者
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
し
て
、
内
外
の

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
し
て
、
内
外
の
入
手
し
得
る
資
料
及
び
情

入
手
し
得
る
資
料
及
び
情
報
に
基
づ
き
、
使
用
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
科

報
に
基
づ
き
、
使
用
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的

学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
を
総
括
し
、
及
び
使

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
総
括
し
、
及
び
使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究

用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

者
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
が
使
用
計
画
書
に
従

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
が
使
用
計
画
書
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い

い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。

る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。

五

使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
に
対
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し

五

使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
に
対
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関

た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
に
基
づ
く
教
育
研
修
に
参

す
る
教
育
研
修
計
画
に
基
づ
く
教
育
研
修
に
参
加
す
る
よ
う
命
ず
る
と
と

加
す
る
よ
う
命
ず
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
他
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細

も
に
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
他
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育

胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ

研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

２

使
用
責
任
者
は
、
一
の
使
用
計
画
ご
と
に
一
名
と
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か

２

使
用
責
任
者
は
、
一
の
使
用
計
画
ご
と
に
一
名
と
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
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ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
に
関
す
る
倫
理
的
な
認
識
及
び
十
分
な
専
門
的
知
識

関
す
る
倫
理
的
な
認
識
並
び
に
十
分
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
的
能
力
を
有

を
有
す
る
と
と
も
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と

す
る
と
と
も
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。

す
る
。


